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○
農
林
水
産
省
告
示
第
五
百
三
十
九
号

農
業
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
百
三
十
六
条
第
一
項
及
び
農
業
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
九

年
農
林
水
産
省
令
第
六
十
三
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
（
同
令
附
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場

合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
法
第
百
三
十
六
条
第
一
項
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
区
分
及
び
同
令
第

八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
引
受
方
式
の
選
択
の
方
法
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
三
月
十
四
日

農
林
水
産
大
臣

齋
藤

健

１

農
業
保
険
法
第
百
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
の
共
済
目
的
の
種
類
に
つ
き
品
種
、
栽
培
方
法
等
に
応
じ
て
農

林
水
産
大
臣
が
定
め
る
区
分
は
、
水
稲
及
び
麦
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
し
、
別
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
共
済
目
的
の
種
類

に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

２

農
業
保
険
法
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
引
受
方
式
（
規
則
第
八
十
七

条
第
一
項
に
規
定
す
る
引
受
方
式
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
選
択
す
る
と
き
は
、
別
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
共
済
目
的
の

種
類
（
麦
に
あ
っ
て
は
、
同
欄
に
定
め
る
区
分
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
き
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
区
分
の
う
ち
当
該
共
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済
目
的
の
種
類
の
全
て
に
つ
い
て
地
域
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
方
式
（
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
地
域
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
方
式
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
引
受
方
式
を
選
択
す
る
と
き
は
第
一
区
分
、
当
該
共
済
目
的
の
種
類
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て

地
域
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
方
式
を
選
択
す
る
と
き
は
第
二
区
分
に
属
す
る
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
引
受
方
式
の
い
ず
れ
か
を
選
択
す
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表第

一
欄

第
二
欄

第
三
欄

第
四
欄

水
稲

第
一
区
分

一
類

一
期
作
の
水
稲
又
は
二
期
作
の
う
ち
一

全
相
殺
方
式
（
規
則
第
八
十
七
条
第
一

回
目
の
耕
作
に
係
る
水
稲
で
、
飼
料
用

項
第
一
号
に
規
定
す
る
全
相
殺
方
式
を

、
バ
イ
オ
燃
料
用
及
び
米
粉
用
以
外
の

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
半
相
殺
方
式

用
途
で
あ
る
も
の

（
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
半
相
殺
方

式
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
災
害
収
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入
共
済
方
式
（
同
項
第
四
号
に
規
定
す

る
災
害
収
入
共
済
方
式
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
及
び
一
筆
方
式
（
規
則
附
則

第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
筆
方
式

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

二
類

一
期
作
の
水
稲
又
は
二
期
作
の
う
ち
一

全
相
殺
方
式
、
半
相
殺
方
式
、
災
害
収

回
目
の
耕
作
に
係
る
水
稲
で
、
飼
料
用

入
共
済
方
式
及
び
一
筆
方
式

及
び
バ
イ
オ
燃
料
用
で
あ
る
も
の

三
類

一
期
作
の
水
稲
又
は
二
期
作
の
う
ち
一

全
相
殺
方
式
、
半
相
殺
方
式
、
災
害
収

回
目
の
耕
作
に
係
る
水
稲
で
、
米
粉
用

入
共
済
方
式
及
び
一
筆
方
式

で
あ
る
も
の

四
類

二
期
作
の
う
ち
二
回
目
の
耕
作
に
係
る

全
相
殺
方
式
、
半
相
殺
方
式
、
災
害
収

水
稲
で
、
飼
料
用
、
バ
イ
オ
燃
料
用
及

入
共
済
方
式
及
び
一
筆
方
式
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び
米
粉
用
以
外
の
用
途
で
あ
る
も
の

五
類

二
期
作
の
う
ち
二
回
目
の
耕
作
に
係
る

全
相
殺
方
式
、
半
相
殺
方
式
、
災
害
収

水
稲
で
、
飼
料
用
及
び
バ
イ
オ
燃
料
用

入
共
済
方
式
及
び
一
筆
方
式

で
あ
る
も
の

六
類

二
期
作
の
う
ち
二
回
目
の
耕
作
に
係
る

全
相
殺
方
式
、
半
相
殺
方
式
、
災
害
収

水
稲
で
、
米
粉
用
で
あ
る
も
の

入
共
済
方
式
及
び
一
筆
方
式

第
二
区
分

二
類

一
期
作
の
水
稲
又
は
二
期
作
の
う
ち
一

全
相
殺
方
式
、
半
相
殺
方
式
、
災
害
収

回
目
の
耕
作
に
係
る
水
稲
で
、
飼
料
用

入
共
済
方
式
及
び
一
筆
方
式

及
び
バ
イ
オ
燃
料
用
で
あ
る
も
の

五
類

二
期
作
の
う
ち
二
回
目
の
耕
作
に
係
る

全
相
殺
方
式
、
半
相
殺
方
式
、
災
害
収

水
稲
で
、
飼
料
用
及
び
バ
イ
オ
燃
料
用

入
共
済
方
式
及
び
一
筆
方
式

で
あ
る
も
の

七
類

飼
料
用
及
び
バ
イ
オ
燃
料
用
以
外
の
用

地
域
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
方
式
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途
で
あ
る
水
稲

麦

小
麦

第
一
区
分

一
類

秋
期
に
播
種
す
る
小
麦

全
相
殺
方
式
、
半
相
殺
方
式
、
災
害
収

は

入
共
済
方
式
及
び
一
筆
方
式

二
類

春
期
に
播
種
す
る
小
麦

全
相
殺
方
式
、
半
相
殺
方
式
、
災
害
収

は

入
共
済
方
式
及
び
一
筆
方
式

第
二
区
分

三
類

田
で
耕
作
す
る
小
麦

地
域
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
方
式

四
類

畑
で
耕
作
す
る
小
麦

地
域
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
方
式

二

条

大

第
一
区
分

五
類

秋
期
に
播
種
す
る
二
条
大
麦

全
相
殺
方
式
、
半
相
殺
方
式
、
災
害
収

は

麦

入
共
済
方
式
及
び
一
筆
方
式

六
類

春
期
に
播
種
す
る
二
条
大
麦

全
相
殺
方
式
、
半
相
殺
方
式
、
災
害
収

は

入
共
済
方
式
及
び
一
筆
方
式

第
二
区
分

七
類

田
で
耕
作
す
る
二
条
大
麦

地
域
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
方
式

八
類

畑
で
耕
作
す
る
二
条
大
麦

地
域
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
方
式
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六

条

大

第
一
区
分

九
類

秋
期
に
播
種
す
る
六
条
大
麦

全
相
殺
方
式
、
半
相
殺
方
式
、
災
害
収

は

麦

入
共
済
方
式
及
び
一
筆
方
式

第
二
区
分

十
類

田
で
耕
作
す
る
六
条
大
麦

地
域
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
方
式

十
一
類

畑
で
耕
作
す
る
六
条
大
麦

地
域
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
方
式

裸
麦

第
一
区
分

十
二
類

秋
期
に
播
種
す
る
裸
麦

全
相
殺
方
式
、
半
相
殺
方
式
、
災
害
収

は

入
共
済
方
式
及
び
一
筆
方
式

第
二
区
分

十
三
類

田
で
耕
作
す
る
裸
麦

地
域
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
方
式

十
四
類

畑
で
耕
作
す
る
裸
麦

地
域
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
方
式

そ

の

他

第
一
区
分

十
五
類

秋
期
に
播
種
す
る
そ
の
他
の
麦

全
相
殺
方
式
、
半
相
殺
方
式
、
災
害
収

は

の
麦

入
共
済
方
式
及
び
一
筆
方
式

十
六
類

春
期
に
播
種
す
る
そ
の
他
の
麦

全
相
殺
方
式
、
半
相
殺
方
式
、
災
害
収

は

入
共
済
方
式
及
び
一
筆
方
式


